
お知らせ ２月お知らせ ２月

「
第
15
回
筆
の
都
く
ま
の
町
健
康
ま
つ
り
」＆

「
第
６
回
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
」を
開
催
し
ま
す

熊
野
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
購
入
は

 

お
済
み
で
し
ょ
う
か
？

筆
の
駅
ミ
ニ
ギ
ャ
ラ
リ
ー

●
成
瀬
け
ん
じ
写
真
展

 
〜
秀
峰
・
富
士
山
〜

■時
２
月
１
日
㈯
〜
15
日
㈯

　

富
士
山
を
追
い
続
け
て
二
十

五
年
。
写
真
家
・
成
瀬
け
ん
じ

の
肌
で
感
じ
た
珠
玉
の
富
士
山

写
真
の
世
界
で
す
。
四
季
折
々

に
違
っ
た
顔
を
見
せ
る
秀
峰
・

富
士
山
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

熊野町公式facebook
町広報の発行やイベント、災害・道路情報などのお知らせを発信しています。

パソコン、スマートフォンなどをお持ちの人は、ぜひ、フォローをお願いします。右のバーコードを
読み取り機能付き携帯電話で読み取るか、facebook内で「広島県熊野町」で検索してください。

役場の電話番号
総合案内（休日や夜間） ☎820-5600

854-8009

総務部
総務課 ☎820-5601
危機管理課 ☎820-5631
財務課 ☎820-5632
地域振興課 ☎820-5602
税務課 ☎820-5603
民生部
民生課 ☎820-5635
高齢者支援課 ☎820-5605
福祉事務所 ☎820-5614
住民課 ☎820-5604
生活環境課 ☎820-5606
子育て・健康推進課 ☎820-5637
防災無線放送再生ダイヤル
☎820-5640
※放送後24時間以内の内容

建設部
建設課 ☎820-5607
都市整備課 ☎820-5608
開発指導課 ☎820-5638

上下水道課 ☎820-5610

教育委員会　　　　　 （教育部）
学校教育課 ☎820-5620
生涯学習課 ☎820-5621
教育委員会 855-1110

議会事務局 ☎820-5630

会計課 ☎820-5612

ホームページアドレス
http://www.town.kumano.
hiroshima.jp
（携帯電話用アドレスも同じ）
右のバーコードを読み取り機能付き
携帯電話で読み取ってください。

★各課室局へのお問い合せは、各メールでも受け付けています。
メールアドレスについては、熊野町ホームページでご確認ください。

熊
野
町
観
光
案
内
所
「
筆
の
駅
」

熊
野
町
出
来
庭
10
‐
６
‐
24

■問
855
‐
１
１
２
３
（
い
い
ふ
み
）

開
館
時
間　

10
時
〜
16
時

（
各
展
示
の
最
終
日
は
15
時
閉
場
）

休
館
日　
水
曜
日
・
第
３
日
曜
日

入
場　

無
料

※
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
ご
利
用
に
つ
い

て
は
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

 

（
12
月
届
け
出
分
・
敬
称
略
）

　

氏　
　
　

名 

地　

区

前ま
え
に
し西　

羽は

な菜 

新　

宮

槇ま

き

お尾　

玲れ

な那 

川　

角

稲い
な
が
き垣　

椋り
ょ
う
た大 

〃　

大お
お
す
ぎ杉　

柊し
ゅ
う
か賀 

貴　

船

荒あ
ら
か
わ川　

優ゆ

い衣 

柿　

迫

宮み
や
ざ
き﨑　

　
　

楓
か
え
で 

東　

山

‖
お
よ
ろ
こ
び
‖

‖
お 

く 

や 

み
‖

 
（
12
月
届
け
出
分
・
敬
称
略
）

　

氏　
　

名　
   

年
齢 

地
区

平ひ

ら

き木　

節せ

つ

お夫 
91 

出
来
庭

世せ

ら良　

一い
っ
せ
い誠 
93 　

〃

石い
し
や
ま山　

苳ふ

き

こ子 

95 
中　

溝

橋は
し
も
と本　

豊と

よ

こ子 

86 

萩　

原

植う

え

き木　

ス
ゞ
ヱ 

95 

新　

宮

時と
き
う
ね畦　

　
　

勇
い
さ
む 

81 　

〃

佐さ

さ

き
々
木　

幹み

き

お夫 

98 

川　

角

塚つ
か
も
と本　

三み

ち

お
千
男 

86 

石　

神

こ
の
コ
ー
ナ
ー
に
掲
載
を
希
望

し
な
い
人
は
、
住
民
課
へ
届
け

出
る
際
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

 

（
住
民
課
）

２
月
７
日
は
北
方
領
土
の
日

　

２
月
７
日
は
「
北
方
領
土
の

日
」、
そ
し
て
、
２
月
は
「
北

方
領
土
返
還
運
動
全
国
強
調
月

間
」
で
す
。

　

私
達
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
問
題

に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
る
こ
と
で

理
解
を
深
め
、取
り
組
め
る
運
動

に
は
積
極
的
に
参
加
す
る
な
ど
、

北
方
四
島（
歯
舞
群
島
、色
丹
島
、

国
後
島
お
よ
び
択
捉
島
）の
早
期

返
還
を
実
現
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

 

（
総
務
課
）

呉
高
等
技
術
専
門
校

 

訓
練
生
募
集

　

令
和
２
年
度
生
（
第
２
期
選

考
）の
訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
。

【
１
年
課
程
（
40
歳
以
下
）】

溶
接
加
工
科
、機
械
シ
ス
テ
ム
科

【
６
カ
月
課
程（
年
齢
制
限
な
し
）】

介
護
サ
ー
ビ
ス
科
、CAD
ワ
ー
ク
科

▽
申
込
期
限
‥
２
月
13
日
㈭
必
着

　

詳
し
く
は
、呉
高
等
技
術
専

門
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
、

電
話
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■問
広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校

呉
市
阿
賀
中
央
５
‐
11
‐
１
７

☎
０
８
２
３
‐
71
‐
８
８
１
６

納税（町税等）
今月の納期限　３月２日（月）

固　定　資　産　税 第４期分
国民健康保険税（普徴） 第８期分
後期高齢者医療保険料（普徴） 第８期分
介護保険料（普徴） 第８期分
※納付忘れのない便利な口座振替をご利用ください。

「逆さ富士」

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
、「
み
ん
な

で
伸
ば
そ
う
健
康
寿
命
」で
す
。

健
康
づ
く
り
や
災
害
時
の
備
え

な
ど
に
つ
い
て
の
各
ブ
ー
ス
を

体
験
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

■時
３
月
７
日
㈯
午
前
10
時
〜
午

後
３
時

■所
町
民
会
館

■内
食
育
実
践
事
業
（
防
災
サ

バ
イ
バ
ル
飯
な
ど
）、
体
内
年

齢
チ
ェ
ッ
ク
、
健
康
相
談
・
栄

養
相
談
、
す
こ
く
ま
手
帳
抽

選
会
、
身
体
・
知
的
障
害
者

相
談
、
や
ま
カ
フ
ェ
出
張
所
、

ア
ル
コ
ー
ル
相
談
、
頸
動
脈

チ
ェ
ッ
ク
・
歯
科
医
師
に
よ
る

歯
科
相
談
、
腸
の
健
康
、
キ
ャ

ラ
バ
ン
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
、
転
倒

予
防
と
体
力
チ
ェ
ッ
ク
、
リ
ハ

ビ
リ
・
介
護
相
談
、
認
知
症
カ

フ
ェ
ぱ
た
か
ら
、
コ
ー
す
け
と

遊
ぼ
う　

な
ど

※
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
大
会
に
つ
い
て
は
、
受
付
時

間
９
時
、
開
始
時
間
９
時
半

■問
子
育
て
・
健
康
推
進
課

☎
820
‐
５
６
３
７

　

非
課
税
世
帯
（
熊
野
町
プ
レ

ミ
ア
ム
付
商
品
券
購
入
引
換
券

交
付
申
請
を
さ
れ
た
人
）
お
よ

び
子
育
て
世
帯
（
熊
野
町
プ
レ

ミ
ア
ム
付
商
品
券
購
入
引
換
券

が
届
い
た
人
）
は
、
商
品
券
が

購
入
で
き
ま
す
。

【
販
売
・
使
用
に
つ
い
て
】

▽
販
売
期
限
‥
２
月
28
日
㈮

　

町
内
３
カ
所
（
熊
野
郵
便

局
、
熊
野
西
郵
便
局
、
フ
ジ
熊

野
店
）
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

購
入
引
換
券
・
本
人
確
認
書
類

を
提
示
の
上
、
購
入
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
使
用
期
限
‥
３
月
31
日
㈫

　

ポ
ス
タ
ー
や
取
扱
店
舗
ス

テ
ッ
カ
ー
が
掲
示
さ
れ
て
い
る

店
舗
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※
商
品
券
の
販
売
場
所
や
使
用

で
き
る
店
舗
な
ど
詳
細
は
、
熊

野
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

■問
民
生
課
☎
820
‐
５
６
３
５

取扱店舗ステッカー（参考）プレミアム付商品券（見本）

　改正法の全面施行により、多くの施設において、
屋内が原則禁煙となります。（※経過措置として、
令和２年４月１日時点で営業している経営規模の小
さな飲食店については、喫煙可能室（喫煙しながら
飲食可能）の設置が可能となります。）
　また、改正条例の全面施行により、学校や児童福
祉施設などで、屋外喫煙所の設置ができなくなりま
す。
　受動喫煙の防止にご協力をお願いします。

 ■問広島県がん対策課☎513－３０６３
 （子育て・健康推進課）

４月１日から、改正後の健康増進法及び改
正広島県がん対策推進条例が全面施行とな
り、受動喫煙防止対策が一層強化されます

－ 19 －　－ Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'20/２月号 － Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'20/２月号　－ 18 －


